
福島市告示第１０６号 

 

 令和８年３月市議会定例会議において、議決を経た予算等の要領は別紙のとおりなので、

地方自治法第２１９条第２項の規定により公表します。 

 

令 和 ８ 年 ４ 月 ７ 日 

福島市長 馬 場 雄 基   

 

１．令和７年度福島市一般会計補正予算（第８号） 

 

（ 以上、令和８年３月２日提出 令和８年３月２日原案可決 ） 

 

１．令和８年度福島市一般会計予算 

２．令和８年度福島市水道事業会計予算 

３．令和８年度福島市下水道事業会計予算 

４．令和８年度福島市農業集落排水事業会計予算 

５．令和８年度福島市国民健康保険事業費特別会計予算 

６．令和８年度福島市飯坂町財産区特別会計予算 

７．令和８年度福島市公設地方卸売市場事業費特別会計予算 

８．令和８年度福島市土地区画整理事業費特別会計予算 

９．令和８年度福島市介護保険事業費特別会計予算 

１０．令和８年度福島市後期高齢者医療事業費特別会計予算 

１１．令和８年度福島市青木財産区特別会計予算 

１２．令和８年度福島市工業団地整備事業費特別会計予算 

１３．令和８年度福島市母子父子寡婦福祉資金貸付事業費特別会計予算 

１４．令和７年度福島市一般会計補正予算（第９号） 

１５．令和７年度福島市水道事業会計補正予算（第４号） 

１６．令和７年度福島市下水道事業会計補正予算（第３号） 

１７．令和７年度福島市国民健康保険事業費特別会計補正予算（第４号） 

１８．令和７年度福島市土地区画整理事業費特別会計補正予算（第１号） 

１９．令和７年度福島市介護保険事業費特別会計補正予算（第３号） 

２０．令和７年度福島市後期高齢者医療事業費特別会計補正予算（第３号） 

２１．令和７年度福島市工業団地整備事業費特別会計補正予算（第１号） 

 

（ 以上、令和８年３月２日提出 令和８年３月２７日原案可決 ） 



議案第　5　号

令和８年度福島市一般会計予算は、次に定めるところによる。

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ124,500,000千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

第２条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第212条第１項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第２表　継続費」による。

（債務負担行為）

第３条　地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第３表　債務負担行為」

　による。

第４条　地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、

　「第４表　地方債」による。

第５条　地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、12,000,000千円と定める。

第６条　地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定

　める。

（1）各項に計上した報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項

　　の間の流用

令和８年度福島市一般会計予算

（歳入歳出予算）

（ 継 続 費 ）

（ 地 方 債 ）

（一時借入金）

（歳出予算の流用）



第１表  歳入歳出予算

  歳      入

（単位　千円）

金　　　　額 金　　　　額

１ 市 税 42,400,000      ６ 法 人 事 業 税 交 付 金 774,000         

１ 市 民 税 18,622,200      １ 法 人 事 業 税 交 付 金 774,000         

２ 固 定 資 産 税 17,949,000      ７ 地 方 消 費 税 交 付 金 8,181,000       

３ 軽 自 動 車 税 922,500         １ 地 方 消 費 税 交 付 金 8,181,000       

４ 市 た ば こ 税 1,899,000       ８ ゴルフ場利用税交付金 4,700           

５ 入 湯 税 93,000          １ ゴルフ場利用税交付金 4,700           

６ 都 市 計 画 税 2,914,300       ９ 環 境 性 能 割 交 付 金 9,600           

２ 地 方 譲 与 税 992,039         １ 環 境 性 能 割 交 付 金 9,600           

１ 地 方 揮 発 油 譲 与 税 191,000         10
国有提供施設等所在
市 町 村 助 成 交 付 金

1,893           

２ 自 動 車 重 量 譲 与 税 713,000         １
国 有 提 供 施 設 等 所 在
市 町 村 助 成 交 付 金

1,893           

３ 森 林 環 境 譲 与 税 88,039          11 地 方 特 例 交 付 金 393,975         

３ 利 子 割 交 付 金 92,000          １ 地 方 特 例 交 付 金 382,400         

１ 利 子 割 交 付 金 92,000          ２
新型コロナウイルス感染症対
策地方税減収補填特別交付金 11,575          

４ 配 当 割 交 付 金 206,000         12 地 方 交 付 税 15,100,000      

１ 配 当 割 交 付 金 206,000         １ 地 方 交 付 税 15,100,000      

５ 株式等譲渡所得割交付金 285,000         13 交通安全対策特別交付金 28,000          

１ 株式等譲渡所得割交付金 285,000         １ 交通安全対策特別交付金 28,000          

款 項 款 項



 

 

                  

（単位　千円） 

金　　　　額 金　　　　額

14 分 担 金 及 び 負 担 金 607,479         19 寄 附 金 2,257,492       

１ 負 担 金 607,479         １ 寄 附 金 2,257,492       

15 使 用 料 及 び 手 数 料 1,410,200       20 繰 入 金 4,305,212       

１ 使 用 料 980,337         １ 基 金 繰 入 金 4,209,547       

２ 手 数 料 429,863         ２ 特 別 会 計 繰 入 金 95,665          

16 国 庫 支 出 金 22,939,381      21 繰 越 金 1               

１ 国 庫 負 担 金 16,958,842      １ 繰 越 金 1               

２ 国 庫 補 助 金 5,791,975       22 諸 収 入 2,048,024       

３ 委 託 金 188,564         １ 延滞金加算金及び過料 46,002          

17 県 支 出 金 10,052,369      ２ 市 預 金 利 子 12,671          

１ 県 負 担 金 5,913,228       ３ 貸 付 金 元 利 収 入 956,683         

２ 県 補 助 金 3,503,090       ４ 受 託 事 業 収 入 153,997         

３ 委 託 金 636,051         ５ 雑 入 878,671         

18 財 産 収 入 507,635         23 市 債 11,904,000      

１ 財 産 運 用 収 入 239,662         １ 市 債 11,904,000      

２ 財 産 売 払 収 入 267,973         124,500,000     

款 項 款 項

歳       入       合       計



  歳      出

（単位　千円）

金　　　　額 金　　　　額

１ 議 会 費 640,438         ５ 労 働 費 103,399         

１ 議 会 費 640,438         １ 労 働 諸 費 103,399         

２ 総 務 費 11,477,799      ６ 農 林 水 産 業 費 2,302,474       

１ 総 務 管 理 費 8,831,197       １ 農 業 費 1,934,839       

２ 徴 税 費 1,403,102       ２ 林 業 費 367,635         

３ 戸 籍 住 民 基 本台 帳費 919,277         ７ 商 工 費 2,830,691       

４ 選 挙 費 180,965         １ 商 工 費 2,830,691       

５ 統 計 調 査 費 62,630          ８ 土 木 費 12,146,222      

６ 監 査 委 員 費 80,628          １ 土 木 管 理 費 282,960         

３ 民 生 費 49,583,934      ２ 道 路 橋 り ょ う 費 3,450,410       

１ 社 会 福 祉 費 21,240,905      ３ 河 川 費 634,689         

２ 児 童 福 祉 費 22,799,477      ４ 都 市 計 画 費 6,526,049       

３ 生 活 保 護 費 5,540,033       ５ 住 宅 費 1,252,114       

４ 災 害 救 助 費 3,519           ９ 消 防 費 6,025,403       

４ 衛 生 費 15,298,383      １ 消 防 費 6,025,403       

１ 保 健 衛 生 費 4,898,908       

２ 清 掃 費 10,331,493      

３ 上 水 道 費 67,982          

款 項 款 項



（単位　千円）

金　　　　額

10 教 育 費 12,856,483      

１ 教 育 総 務 費 2,517,702       

２ 小 学 校 費 1,773,958       

３ 中 学 校 費 1,147,197       

４ 特 別 支 援 学 校 費 74,008          

５ 幼 稚 園 費 354,757         

６ 社 会 教 育 費 3,311,673       

７ 保 健 体 育 費 3,677,188       

11 災 害 復 旧 費 324,970         

１ 原 子 力 災 害 復 旧 費 174,970         

２ 農林水産施設災害復旧費 50,000          

３ 土 木 施 設 災 害復 旧費 100,000         

12 公 債 費 10,709,804      

１ 公 債 費 10,709,804      

13 予 備 費 200,000         

１ 予 備 費 200,000         

124,500,000     

款 項

歳       出       合       計



第２表　継　　続　　費

事　　　　　業　　　　　名 総　　　　額 年　　　　度 年　　割　　額

令 和 ８ 年 度 527,400

令 和 ９ 年 度 1,054,800

令 和 10 年 度 175,800

（単位  千円）

高機能消防指令センター整備事業

款 項

1,758,000消 防 費９ 消 防 費１



第３表  債 務 負 担 行 為 

保育士等奨学資金貸付金
令和８年度から
令和 12年度まで

福島市保育士等奨学資金貸付条例に基づき貸付契約を締結した奨学基本金の
額

ひとり親家庭自立支援事業費
令和８年度から
令和 13年度まで

福島市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業の対象講座受講に係る受講
料として算出した額から雇用保険法第60条の２に基づき算出した額を減じた
額

非常備消防自動車整備費
令和８年度から
令和９年度まで

26,700

大森小学校教室増設にかかる賃借料
令和８年度から
令和 13年度まで

200,000

（単位  千円）

事　　　　　　　　　　項 期　　　　間 限　　　　　　　度　　　　　　　額



第４表  地　　方　　債　

起 債 の 方 法 利 率 償　　還　　の　　方　　法

年5.0％以内

ただし、利率見直し方式で
借り入れる資金について、
利率の見直しを行った後に
おいては、当該見直し後の
利率

情 報 シ ス テ ム 整 備 費 35,000 同　　　　　上 同　　　　　上 同　　　　　　　上

本 庁 舎 等 施 設 整 備 費 17,700 同　　　　　上 同　　　　　上 同　　　　　　　上

支 所 等 施 設 整 備 費 66,800 同　　　　　上 同　　　　　上 同　　　　　　　上

会 館 施 設 整 備 費 48,800 同　　　　　上 同　　　　　上 同　　　　　　　上

高 齢 者 福 祉 施 設 整 備 費 30,900 同　　　　　上 同　　　　　上 同　　　　　　　上

児 童 福 祉 施 設 整 備 費 78,100 同　　　　　上 同　　　　　上 同　　　　　　　上

保 健 衛 生 施 設 整 備 費 26,300 同　　　　　上 同　　　　　上 同　　　　　　　上

ご み 処 理 施 設 整 備 費 3,782,100 同　　　　　上 同　　　　　上 同　　　　　　　上

農 業 施 設 整 備 費 62,300 同　　　　　上 同　　　　　上 同　　　　　　　上

商 工 施 設 整 備 費 32,100 同　　　　　上 同　　　　　上 同　　　　　　　上

観 光 施 設 整 備 費 5,800 同　　　　　上 同　　　　　上 同　　　　　　　上

道 路 橋 り ょ う 整 備 費 1,320,200 同　　　　　上 同　　　　　上 同　　　　　　　上

河 川 整 備 費 364,200 同　　　　　上 同　　　　　上 同　　　　　　　上

都 市 計 画 事 業 費 1,023,400 同　　　　　上 同　　　　　上 同　　　　　　　上

（単位  千円）

起　債　の　目　的 限　度　額

電気自動車等導入推進費 12,500 普通貸借又は証券発行

融通条件の定めのある資金についてはその融通条
件により、その他の資金については相手方との協
定によるものとする。
ただし、繰上償還をし、償還年限を短縮し、又は
低利に借り換えることができる。



起 債 の 方 法 利 率 償　　還　　の　　方　　法

（単位  千円） 
起　債　の　目　的 限　度　額

公 営 住 宅 整 備 費 339,900 同　　　　　上 同　　　　　上 同　　　　　　　上

消 防 施 設 整 備 費 2,900,200 同　　　　　上 同　　　　　上 同　　　　　　　上

義 務 教 育 施 設 整 備 費 695,700 同　　　　　上 同　　　　　上 同　　　　　　　上

幼 稚 園 施 設 整 備 費 30,600 同　　　　　上 同　　　　　上 同　　　　　　　上

社 会 教 育 施 設 整 備 費 553,300 同　　　　　上 同　　　　　上 同　　　　　　　上

文 化 施 設 整 備 費 93,700 同　　　　　上 同　　　　　上 同　　　　　　　上

体 育 施 設 整 備 費 118,900 同　　　　　上 同　　　　　上 同　　　　　　　上

学 校 給 食 施 設 整 備 費 115,500 同　　　　　上 同　　　　　上 同　　　　　　　上

農林水産施設災害復旧費 50,000 同　　　　　上 同　　　　　上 同　　　　　　　上

土 木 施 設 災 害 復 旧 費 100,000 同　　　　　上 同　　　　　上 同　　　　　　　上

計 11,904,000



議案第　6　号

（総　則）

第１条　令和８年度福島市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

（１）給水戸数 129,000戸

（２）年間総配水量 28,254,000㎥

（３）一日平均配水量 77,400㎥

（４）主要な建設改良事業

事業名    事業費

老朽管更新事業 1,290,618千円

土湯地区水道施設整備事業 931,651千円

上下水道総合地震対策事業 30,558千円

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款　水道事業収益 7,520,325千円

　第１項　営業収益 7,024,882千円

　第２項　営業外収益 495,442千円

　第３項　特別利益 1千円

支 出

第１款　水道事業費用 7,093,364千円

　第１項　営業費用 6,861,984千円

　第２項　営業外費用 201,379千円

　第３項　特別損失 1千円

令和８年度福島市水道事業会計予算



　第４項　予備費 30,000千円

（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,122,627千円は、過年

　度分損益勘定留保資金971,709千円、当年度分損益勘定留保資金905,373千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

　245,545千円で補てんするものとする。)。

収 入

第１款　資本的収入 1,729,064千円

　第１項　企業債 1,521,100千円

　第２項　補助金 40,703千円

　第３項　負担金 167,261千円

支 出

第１款　資本的支出 3,851,691千円

　第１項　建設改良費 2,939,056千円

　第２項　企業債償還金 912,635千円

（継続費）

第５条　継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款 項 事業名 総　額 年　度 年割額

１資本的支出 １建設改良費 電線共同溝設置工事に伴う 令和８年度  

配水管移設事業 令和９年度  

南向台加圧ポンプ所設備 令和８年度  

更新事業 令和９年度  

老朽管更新事業 令和８年度  

令和９年度  

令和10年度  

（債務負担行為）

第６条　債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

   249,700千円

    34,900千円 

    50,900千円 

　 139,700千円      4,400千円 

   135,300千円

　 463,100千円    117,700千円 

    95,700千円

 　85,800千円



 
                   

（単位　千円） 

（企業債）

第７条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

（単位　千円）

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）営業費用と営業外費用と特別損失

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に

 ただし、利率見直し方式
 で借り入れる資金につい
 て、利率の見直しを行っ
 た後においては、当該見
 直し後の利率

年5.0％以内  融通条件の定めのある資金についてはそ
 の融通条件により、その他の資金につい
 ては相手方との協定によるものとする。

 ただし、繰上償還をし、償還年限を短縮
 し、又は低利に借り換えることができる。

償還の方法

　借入期間中における融資残高に対する利子補給額

　水道料金徴収等包括業務委託費

土湯地区水道施設
整 備 事 業 費

773,200 同　上 同　上

　給水装置工事資金の融資に対する利子補給 同　上

　給水装置工事資金の融資に対する損失補償 同　上

　水道料金徴収等包括業務委託仕様書に基づき算出した額

事　項 限　度　額期　間

　借入期間中における融資残高に対する損失補償額

令和８年度から

令和13年度まで

計

建 設 改 良 費
老朽管更新事業費

起債の目的 限度額 利　率

733,100

起債の方法

普通貸借又は証券発行

同　上 同　上

同　上

1,521,100

上下水道総合地震
対 策 事 業 費

14,800 同　上



　流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

（１）職員給与費 1,069,065千円

（２）交際費 400千円

（他会計からの補助金）

第10条　水道事業経営のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、67,982千円である。

（たな卸資産購入限度額）

第11条　たな卸資産の購入限度額は、52,429千円と定める。



議案第　7　号

（総　則）

第１条　令和８年度福島市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。　

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

（１）接続戸数 　91,725戸

（２）年間総処理水量 19,430,765㎥

（３）一日平均処理水量 53,235㎥

（４）主要な建設改良事業

事業名 　 事業費

管路建設事業 2,252,232千円

管路改良事業 365,400千円

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款　下水道事業収益 7,820,673千円

　第１項　営業収益 3,894,517千円

　第２項　営業外収益 3,926,155千円

　第３項　特別利益 1千円

支 出

第１款　下水道事業費用 7,403,732千円

　第１項　営業費用 6,674,216千円

　第２項　営業外費用 726,869千円

　第３項　特別損失 2,647千円

令和８年度福島市下水道事業会計予算



（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3,776,201千円は、

　過年度分損益勘定留保資金3,175,600千円、当年度分損益勘定留保資金436,102千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的

　収支調整額164,499千円で補てんするものとする。)。

収 入

第１款　資本的収入 3,344,221千円

　第１項　企業債 1,924,300千円

　第２項　出資金 266,995千円

　第３項　補助金 1,075,250千円

　第４項　負担金 77,676千円

支 出

第１款　資本的支出 7,120,422千円

　第１項　建設改良費 3,157,668千円

　第２項　企業債償還金 3,462,754千円

　第３項　投資 500,000千円

（債務負担行為）

第５条　債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。　　　　　　　　　　　　

（単位　千円）

事　項 期　間 限　度　額

排水設備設置資金融資に対する利子補給
令和８年度から

　借入期間中における融資残高に対する利子補給額
令和13年度まで

排水設備設置資金融資に対する損失補償 同　上 　借入期間中における融資残高に対する損失補償額



（企業債）

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。　　　　　　　　　　　　　

（単位　千円）

（一時借入金の限度額）

第７条　一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（１）営業費用と営業外費用と特別損失

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用

　する場合は、議会の議決を経なければならない。

（１）職員給与費 357,010千円

（他会計からの補助金）

第10条　下水道事業経営のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、31,165千円である。

起債の目的 限度額 起債の方法 利　率 償還の方法

公 共 下 水 道
建 設 改 良 費

1,691,400 普通貸借又は証券発行

年5.0％以内
 融通条件の定めのある資金についてはそ
 の融通条件により、その他の資金につい
 ては相手方との協定によるものとする。

 ただし、繰上償還をし、償還年限を短縮
 し、又は低利に借り換えることができる。

 ただし、利率見直し方式
 で借り入れる資金につい
 て、利率の見直しを行っ
 た後においては、当該見
 直し後の利率

計 1,924,300

流域下水道建設費 232,900 同　上 同　上 同　上







議案第　9　号

令和８年度福島市国民健康保険事業費特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ22,379,247千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

第２条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、600,000千円と定める。

第３条　地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定

　める。

（1）各項に計上した報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項

　　の間の流用

（2）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和８年度福島市国民健康保険事業費特別会計予算

（歳入歳出予算）

（一時借入金）

（歳出予算の流用）



第１表  歳入歳出予算

  歳      入

（単位　千円）

金　　　　額 金　　　　額

１ 国 民 健 康 保 険 税 4,401,253       ６ 繰 入 金 1,844,738       

１ 国 民 健 康 保 険 税 4,401,253       １ 一 般 会 計 繰 入 金 1,844,738       

２ 使 用 料 及 び 手 数 料 2               ７ 繰 越 金 1               

１ 手 数 料 2               １ 繰 越 金 1               

３ 国 庫 支 出 金 25,616          ８ 諸 収 入 46,960          

１ 国 庫 補 助 金 25,616          １ 延滞金加算金及び過料 36,001          

４ 県 支 出 金 16,054,150      ２ 市 預 金 利 子 1               

１ 県 補 助 金 16,054,150      ３ 雑 入 10,958          

５ 財 産 収 入 6,527           

１ 財 産 運 用 収 入 6,527           22,379,247      歳       入       合       計

款 項款 項



  歳      出

（単位　千円）

金　　　　額 金　　　　額

１ 総 務 費 510,530         ４ 保 健 事 業 費 253,776         

１ 総 務 管 理 費 183,615         １ 特定健康診査等事業費 235,831         

２ 徴 税 費 292,671         ２ 保 健 事 業 費 17,945          

３ 運 営 協 議 会 費 570             ５ 基 金 積 立 金 6,527           

４
収 納 率 向 上 等
特 別 対 策 事 業 費

16,897          １ 基 金 積 立 金 6,527           

５
医 療 費 適 正 化
特 別 対 策 事 業 費

16,777          ６ 公 債 費 1               

２ 保 険 給 付 費 15,987,791      １ 公 債 費 1               

１ 療 養 諸 費 13,797,505      ７ 諸 支 出 金 27,051          

２ 高 額 療 養 費 2,122,955       １ 償還金及び還付加算金 27,001          

３ 移 送 費 300             ２ 指定公費負担医療支出金 50              

４ 出 産 育 児 諸 費 50,021          ８ 予 備 費 50,000          

５ 葬 祭 諸 費 17,000          １ 予 備 費 50,000          

６ 傷 病 手 当 金 10              

３ 国民健康保険事業費納付金 5,543,571       

１ 医 療 給 付 費 分 3,420,061       

２ 後期高齢者支援金等分 1,521,461       

３ 介 護 納 付 金 分 464,590         

４
子 ど も ・子 育て 支援
納 付 金 分

137,459         22,379,247      歳       出       合       計

款 項款 項



議案第　10　号

令和８年度福島市飯坂町財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ93,239千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

令和８年度福島市飯坂町財産区特別会計予算

（歳入歳出予算）



第１表  歳入歳出予算

  歳      入   歳      出
（単位　千円） （単位　千円）

金　　　　額 金　　　　額

１ 使 用 料 及 び 手 数 料 87,266          １ 財 産 区 管 理 会 費 392             

１ 使 用 料 87,265          １ 財 産 区 管 理 会 費 392             

２ 手 数 料 1               ２ 温 泉 経 営 費 60,076          

２ 財 産 収 入 255             １ 総 務 管 理 費 22,969          

１ 財 産 運 用 収 入 14              ２ 温 泉 供 給 事 業 費 37,107          

２ 財 産 売 払 収 入 241             ３ 公 衆 浴 場 費 27,513          

３ 繰 越 金 5,395           １ 公 衆 浴 場 費 27,513          

１ 繰 越 金 5,395           ４ 山 林 管 理 費 258             

４ 諸 収 入 323             １ 管 理 費 258             

１ 市 預 金 利 子 1               ５ 予 備 費 5,000           

２ 雑 入 322             １ 予 備 費 5,000           

93,239          93,239          歳       出       合       計

款 項款 項

歳       入       合       計



議案第　11　号

令和８年度福島市公設地方卸売市場事業費特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ233,514千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

第２条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千円と定める。

令和８年度福島市公設地方卸売市場事業費特別会計予算

（歳入歳出予算）

（一時借入金）



第１表  歳入歳出予算

  歳      入   歳      出

（単位　千円） （単位　千円）

金　　　　額 金　　　　額

１ 使 用 料 及 び 手 数 料 152,058         １ 経 営 費 220,462         

１ 使 用 料 152,054         １ 総 務 費 220,462         

２ 手 数 料 4               ２ 公 債 費 11,052          

２ 財 産 収 入 3,103           １ 公 債 費 11,052          

１ 財 産 運 用 収 入 3,102           ３ 予 備 費 2,000           

２ 財 産 売 払 収 入 1               １ 予 備 費 2,000           

３ 繰 入 金 78,350          

１ 一 般 会 計 繰 入 金 78,350          

４ 繰 越 金 1               

１ 繰 越 金 1               

５ 諸 収 入 2               

１ 市 預 金 利 子 1               

２ 雑 入 1               

233,514         233,514         歳       出       合       計

款 項款 項

歳       入       合       計



議案第　12　号

令和８年度福島市土地区画整理事業費特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,856千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

令和８年度福島市土地区画整理事業費特別会計予算

（歳入歳出予算）



第１表  歳入歳出予算

  歳      入   歳      出

（単位　千円） （単位　千円）

金　　　　額 金　　　　額

１
福 島 都 心 中 央
土地区画整理事業収入

9,856           １
福 島 都 心 中 央
土 地 区 画 整 理 事 業 費

9,856           

１ 繰 入 金 9,854           １ 公 債 費 9,856           

２ 繰 越 金 1               

３ 諸 収 入 1               

9,856           9,856           

款 項 款 項

歳       入       合       計 歳       出       合       計



議案第　13　号

令和８年度福島市介護保険事業費特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ29,019,964千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

第２条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

第３条　地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定

　める。

（1）各項に計上した報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項

　　の間の流用

（2）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和８年度福島市介護保険事業費特別会計予算

（歳入歳出予算）

（一時借入金）

（歳出予算の流用）



第１表  歳入歳出予算

  歳      入

（単位　千円）

金　　　　額 金　　　　額

１ 介 護 保 険 料 6,495,553       ７ 繰 入 金 4,404,167       

１ 介 護 保 険 料 6,495,553       １ 一 般 会 計 繰 入 金 4,378,477       

２ 使 用 料 及 び 手 数 料 1               ２ 基 金 繰 入 金 25,690          

１ 手 数 料 1               ８ 繰 越 金 1               

３ 国 庫 支 出 金 6,419,371       １ 繰 越 金 1               

１ 国 庫 負 担 金 4,912,675       ９ 諸 収 入 5,723           

２ 国 庫 補 助 金 1,506,696       １ 延滞金加算金及び過料 715             

４ 支 払 基 金 交 付 金 7,594,118       ２ 市 預 金 利 子 1               

１ 支 払 基 金 交 付 金 7,594,118       ３ 雑 入 5,007           

５ 県 支 出 金 4,081,440       

１ 県 負 担 金 3,941,906       

２ 県 補 助 金 139,534         

６ 財 産 収 入 19,590          

１ 財 産 運 用 収 入 19,590          29,019,964      

款 項款 項

歳       入       合       計



  歳      出

（単位　千円）

金　　　　額 金　　　　額

１ 総 務 費 612,185         ５ 公 債 費 1               

１ 総 務 管 理 費 412,408         １ 公 債 費 1               

２ 徴 収 費 17,104          ６ 諸 支 出 金 108,679         

３ 介 護 認 定 審 査 会 費 180,152         １ 償還金及び還付加算金 14,599          

４ 趣 旨 普 及 費 2,103           ２ 繰 出 金 94,080          

５ 運 営 協 議 会 費 418             ７ 予 備 費 1,000           

２ 保 険 給 付 費 27,244,867      １ 予 備 費 1,000           

１ 介 護 サ ービ ス等 諸費 25,764,753      

２ 介護予防サービス等諸費 683,136         

３ そ の 他 諸 費 29,941          

４ 高額介護サービス等費 767,037         

３ 地 域 支 援 事 業 費 1,033,642       

１ 介 護 予 防 事 業 等 費 880,619         

２
包 括 的 支 援 事 業 ・
任 意 事 業 費

153,023         

４ 基 金 積 立 金 19,590          

１ 基 金 積 立 金 19,590          29,019,964      

款 項款 項

歳       出       合       計



議案第　14　号

令和８年度福島市後期高齢者医療事業費特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,075,493千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

令和８年度福島市後期高齢者医療事業費特別会計予算

（歳入歳出予算）



第１表  歳入歳出予算

  歳      入   歳      出

（単位　千円） （単位　千円）

金　　　　額 金　　　　額

１ 後期高齢者医療保険料 3,853,709       １ 総 務 費 126,316         

１ 後期高齢者医療保険料 3,853,709       １ 総 務 管 理 費 108,834         

２ 使 用 料 及 び 手 数 料 1               ２ 徴 収 費 17,482          

１ 手 数 料 1               ２
後 期 高 齢 者 医 療
広 域 連 合 納 付 金

4,939,177       

３ 繰 入 金 1,210,904       １
後 期 高 齢 者 医 療
広 域 連 合 納 付 金

4,939,177       

１ 一 般 会 計 繰 入 金 1,210,904       ３ 諸 支 出 金 10,000          

４ 繰 越 金 1               １ 償還金及び還付加算金 10,000          

１ 繰 越 金 1               

５ 諸 収 入 10,878          

１ 延滞金加算金及び過料 782             

２ 償還金及び還付加算金 10,000          

３ 市 預 金 利 子 1               

４ 雑 入 95              

5,075,493       5,075,493       歳       出       合       計

款 項款 項

歳       入       合       計



議案第　15　号

令和８年度福島市青木財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,051千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

令和８年度福島市青木財産区特別会計予算

（歳入歳出予算）



第１表  歳入歳出予算

  歳      入   歳      出

（単位　千円） （単位　千円）

金　　　　額 金　　　　額

１ 財 産 収 入 358             １ 財 産 区 管 理 会 費 231             

１ 財 産 運 用 収 入 358             １ 財 産 区 管 理 会 費 231             

２ 繰 越 金 1,692           ２ 管 理 費 820             

１ 繰 越 金 1,692           １ 管 理 費 820             

３ 諸 収 入 1               ３ 予 備 費 1,000           

１ 市 預 金 利 子 1               １ 予 備 費 1,000           

2,051           2,051           

款 項款 項

歳       入       合       計 歳       出       合       計



議案第　16　号

令和８年度福島市工業団地整備事業費特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ13,347千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

令和８年度福島市工業団地整備事業費特別会計予算

（歳入歳出予算）



第１表  歳入歳出予算

  歳      入   歳      出

（単位　千円） （単位　千円）

金　　　　額 金　　　　額

１ 繰 入 金 4,725           １ 工 業 団 地 整 備 費 2,240           

１ 一 般 会 計 繰 入 金 4,725           １ 工 業 団 地 整 備 費 2,240           

２ 繰 越 金 8,621           ２ 公 債 費 11,107          

１ 繰 越 金 8,621           １ 公 債 費 11,107          

３ 諸 収 入 1               

１ 市 預 金 利 子 1               

13,347          13,347          歳       出       合       計

款 項款 項

歳       入       合       計



議案第　17　号

令和８年度福島市母子父子寡婦福祉資金貸付事業費特別会計予算は、次に定めるところによる。

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ13,764千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

令和８年度福島市母子父子寡婦福祉資金貸付事業費特別会計予算

（歳入歳出予算）



第１表  歳入歳出予算

  歳      入   歳      出

（単位　千円） （単位　千円）

金　　　　額 金　　　　額

１ 繰 入 金 3,994           １
母 子 父 子 寡 婦 福 祉
資 金 貸 付 事 業 費

12,179          

１ 一 般 会 計 繰 入 金 3,994           １
母 子 父 子 寡 婦 福 祉
資 金 貸 付 事 業 費

12,179          

２ 繰 越 金 4,534           ２ 諸 支 出 金 1,585           

１ 繰 越 金 4,534           １ 繰 出 金 1,585           

３ 諸 収 入 5,236           

１ 貸 付 金 元 利 収 入 5,235           

２ 市 預 金 利 子 1               

13,764          13,764          歳       出       合       計

款 項款 項

歳       入       合       計



議案第　18　号

令和７年度福島市一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ397,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ136,008,832千円と

　する。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」

　による。

（繰越明許費の補正）

第２条　繰越明許費の追加は、「第２表　繰越明許費補正」による。　

令和７年度福島市一般会計補正予算（第８号）



 第１表  歳入歳出予算補正

  歳      入

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

16 国 庫 支 出 金 25,895,568          310,750             26,206,318          

１ 国 庫 負 担 金 16,765,565          258,750             17,024,315          

２ 国 庫 補 助 金 8,853,256           52,000              8,905,256           

21 繰 越 金 3,209,594           86,250              3,295,844           

１ 繰 越 金 3,209,594           86,250              3,295,844           

135,611,832         397,000             136,008,832         

  歳      出

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

３ 民 生 費 51,947,152          397,000             52,344,152          

３ 生 活 保 護 費 5,615,381           397,000             6,012,381           

135,611,832         397,000             136,008,832         

（単位  千円）

款 項

歳       入       合       計

（単位  千円）

款 項

歳       出       合       計



  （ 追      加 ）

事　　　　　業　　　　　名 金　　　　　額

３ 民 生 費 ３ 生 活 保 護 費 保 護 費 追 加 給 付 事 業 397,000

 第２表　繰越明許費補正

（単位  千円）

款 項



議案第　19　号

令和７年度福島市一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,421,960千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ140,430,792千円

　とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」

　による。

（継続費の補正）

第２条　継続費の追加は、「第２表　継続費補正」による。

（繰越明許費の補正）

第３条　繰越明許費の追加は、「第３表　繰越明許費補正」による。　

（地方債の補正）

第４条　地方債の変更は、「第４表　地方債補正」による。

令和７年度福島市一般会計補正予算（第９号）



 第１表  歳入歳出予算補正

  歳      入

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

12 地 方 交 付 税 14,800,000          1,903,104           16,703,104          

１ 地 方 交 付 税 14,800,000          1,903,104           16,703,104          

16 国 庫 支 出 金 26,206,318          329,155             26,535,473          

１ 国 庫 負 担 金 17,024,315          18,319              17,042,634          

２ 国 庫 補 助 金 8,905,256           310,836             9,216,092           

17 県 支 出 金 9,567,596           23,835              9,591,431           

１ 県 負 担 金 5,775,329           23,835              5,799,164           

18 財 産 収 入 444,581             139,849             584,430             

２ 財 産 売 払 収 入 241,733             139,849             381,582             

19 寄 附 金 2,659,505           136,277             2,795,782           

１ 寄 附 金 2,659,505           136,277 2,795,782           

20 繰 入 金 5,105,103           7,834               5,112,937           

１ 基 金 繰 入 金 5,007,315           2,541               5,009,856           

２ 特 別 会 計 繰 入 金 97,788              5,293               103,081             

21 繰 越 金 3,295,844           1,076,900           4,372,744           

１ 繰 越 金 3,295,844           1,076,900           4,372,744           

22 諸 収 入 3,112,496           67,506              3,180,002           

５ 雑 入 1,809,192           67,506              1,876,698           

（単位  千円）

款 項



23 市 債 16,321,400          737,500             17,058,900          

１ 市 債 16,321,400          737,500             17,058,900          

136,008,832         4,421,960           140,430,792         

（注）補正前の予算額には第８号分を含む。

歳       入       合       計



  歳      出

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

２ 総 務 費 14,362,538          2,597,622           16,960,160          

１ 総 務 管 理 費 10,397,851          2,597,622           12,995,473          

３ 民 生 費 52,344,152          86,410              52,430,562          

１ 社 会 福 祉 費 21,528,653          86,410              21,615,063          

４ 衛 生 費 13,495,010          358,922             13,853,932          

１ 保 健 衛 生 費 5,408,999           358,922             5,767,921           

６ 農 林 水 産 業 費 2,398,925           141,612             2,540,537           

１ 農 業 費 1,998,416           141,612             2,140,028           

７ 商 工 費 4,550,881           109,860             4,660,741           

１ 商 工 費 4,550,881           109,860             4,660,741           

８ 土 木 費 13,128,952          301,700             13,430,652          

４ 都 市 計 画 費 6,807,163           301,700             7,108,863           

９ 消 防 費 3,549,843           7,800               3,557,643           

１ 消 防 費 3,549,843           7,800               3,557,643           

10 教 育 費 20,401,449          953,034             21,354,483          

１ 教 育 総 務 費 2,333,690           86,775              2,420,465           

２ 小 学 校 費 3,247,763           774,000             4,021,763           

３ 中 学 校 費 2,444,359           89,400              2,533,759           

４ 特 別 支 援 学 校 費 71,296              954                 72,250              

７ 保 健 体 育 費 8,253,690           1,905               8,255,595           

（単位  千円）

款 項



12 公 債 費 10,295,452          △ 135,000          10,160,452          

１ 公 債 費 10,295,452          △ 135,000          10,160,452          

136,008,832         4,421,960           140,430,792         

（注）補正前の予算額には第８号分を含む。

歳       出       合       計



 第２表　継続費補正

  （ 追      加 ）

事　　　業　　　名

令和８年度                －

令和９年度           315,000

          375,000

（単位  千円）

款 項 総　　　　　額 年　　　　　度 年　　割　　額

10 教 育 費 ３ 中 学 校 費 岳陽中学校校舎外壁等改修工事

令和７年度            60,000



  （ 追      加 ）

事　　　　　業　　　　　名 金　　　　　額

総 合 計 画 策 定 事 業 9,500

多 文 化 共 生 事 業 1,700

支所・学習センター照明器具ＬＥＤ化改修事業 13,130

３ 民 生 費 １ 社 会 福 祉 費 高 齢 者 福 祉 施 設 整 備 費 補 助 金 22,329

４ 衛 生 費 ２ 清 掃 費
あぶくまクリーンセンター蒸気タービン及び
タ ー ビ ン 発 電 機 点 検 整 備 業 務 委 託

220,000

６ 農 林 水 産 業 費 １ 農 業 費 あ ぐ り っ し ゅ サ ポ ー ト 事 業 495

ふ く し ま 三 名 湯 誘 客 促 進 事 業 1,500

ふくしまデスティネーションキャンペーン事業 3,482

あ づ ま 山 麓 ツ ー リ ズ ム 推 進 事 業 2,970

福 島 駅 前 交 流 ・ 集 客 拠 点 施 設 整 備 事 業 21,327

あ っ た か 湯 施 設 改 修 事 業 70,000

舗 装 修 繕 事 業 18,543

南 町 浅 川 線 歩 道 等 修 繕 工 事 14,160

南 町 佐 倉 下 線 改 良 工 事 1,565

杉 妻 町 御 山 線 （ 新 浜 町 工 区 ） 改 良 工 事 30,940

橋 り ょ う 長 寿 命 化 推 進 事 業 11,456

（単位  千円）

款 項

商 工 費１商 工 費７

８ 土 木 費 道 路 橋 り ょ う 費２

 第３表　繰越明許費補正

２ 総 務 費 １ 総 務 管 理 費



橋 り ょ う 維 持 修 繕 事 業 6,981

橋 り ょ う 長 寿 命 化 修 繕 事 業 279,455

河 川 強 靭 化 事 業 134,000

も に わ の 湯 ろ 過 機 等 更 新 工 事 54,500

鉄 道 ・ バ ス 等 公 共 交 通 施 設 整 備 促 進 事 業 4,300

太 平 寺 岡 部 線 （ 御 山 町 工 区 ） 改 良 工 事 64,366

杉 妻 町 早 稲 町 線 改 良 工 事 32,100

ま ち な か 立 地 集 積 支 援 事 業 27,000

５ 住 宅 費 市 営 団 地 移 転 支 援 事 業 11,035

避 難 所 開 設 運 営 事 業 7,800

小 学 校 外 壁 等 改 修 事 業 201,000

学 校 体 育 館 エ ア コ ン 整 備 事 業 314,949

学 校 照 明 Ｌ Ｅ Ｄ 化 改 修 事 業 573,000

大 鳥 中 学 校 防 火 シ ャ ッ タ ー 改 修 工 事 6,000

学 校 体 育 館 エ ア コ ン 整 備 事 業 72,122

学 校 照 明 Ｌ Ｅ Ｄ 化 改 修 事 業 653,400

６ 社 会 教 育 費 支所・学習センター照明器具ＬＥＤ化改修事業 17,840

パ ラ ス ポ ー ツ 振 興 事 業 176

ス ポ ー ツ の ま ち づ く り 推 進 事 業 1,729

９ 消 防 費 １

教 育 費10

２

消 防 費

３ 河 川 費

都 市 計 画 費４

小 学 校 費

３ 中 学 校 費

７ 保 健 体 育 費



 第４表  地方債補正

  （ 変      更 ）

変 更 前 変 更 後

高 齢 者 福 祉 施 設 整 備 費 72,200                         81,900                         

農 業 施 設 整 備 費 81,500                         86,300                         

観 光 施 設 整 備 費 119,000                        154,000                        

義 務 教 育 施 設 整 備 費 2,682,400                      3,346,700                      

文 化 施 設 整 備 費 468,800                        492,500                        

計 16,321,400                     17,058,900                     

（単位  千円）　

起　　債　　の　　目　　的
限 度 額



議案第　20　号

（総　則）

第１条　令和７年度福島市水道事業会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第２条　予算第３条の収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

（科　目） （補正前の予定額） （補正予定額） （　計　）

支 出

第１款　水道事業費用 7,539,423千円 70,370千円 7,609,793千円

　第２項　営業外費用 197,568千円 70,370千円 267,938千円

（資本的収入及び支出）

第３条　予算第４条本文括弧書中「不足する額2,002,327千円は、過年度分損益勘定留保資金1,695,541千円、当年度分損益勘定留保資金

　62,801千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額243,985千円」を「不足する額1,942,927千円は、過年度分損益勘定留

　保資金1,695,541千円、当年度分損益勘定留保資金48,984千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額198,402千円」に改

　め、資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

（科　目） （補正前の予定額） （補正予定額） （　計　）

支 出

第１款　資本的支出 3,859,820千円 △59,400千円 3,800,420千円

　第１項　建設改良費 2,905,502千円 △59,400千円 2,846,102千円

（継続費）

第４条　予算第５条の継続費の総額及び年割額を、次のとおり変更する。

（変　　更）

款 項 事業名

１資本的支出 １建設改良費  老朽管更新事業

令和７年度福島市水道事業会計補正予算（第４号）

総　　　　額 年　　度

（変更前）

年　　　割　　　額

（変更前） （変更後） （変更後）



89,100千円 ー千円 59,400千円

                      
 

 
ー千円 

ー千円 29,700千円

令和７年度

令和８年度





議案第　22　号

令和７年度福島市国民健康保険事業費特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ365,113千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23,180,562千円とす

　る。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」

　による。

　

令和７年度福島市国民健康保険事業費特別会計補正予算（第４号）



第１表　歳入歳出予算補正

  歳      入

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

４ 県 支 出 金 15,995,306          306,645             16,301,951          

１ 県 補 助 金 15,995,306          306,645             16,301,951          

６ 繰 入 金 1,933,691           58,468              1,992,159           

１ 一 般 会 計 繰 入 金 1,933,691           58,468              1,992,159           

22,815,449          365,113             23,180,562          

  歳      出

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

２ 保 険 給 付 費 15,880,759          306,645             16,187,404          

１ 療 養 諸 費 13,751,476          306,645             14,058,121          

８ 予 備 費 50,000              58,468              108,468             

１ 予 備 費 50,000              58,468              108,468             

22,815,449          365,113             23,180,562          

（単位  千円）

款 項

歳       入       合       計

（単位  千円）

款 項

歳       出       合       計



議案第　23　号

令和７年度福島市土地区画整理事業費特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,331千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14,517千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」

　による。

令和７年度福島市土地区画整理事業費特別会計補正予算（第１号）



第１表　歳入歳出予算補正

  歳      入

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

１
福 島 北
土地区画整理事業収入

1,317               3,331               4,648               

１ 繰 入 金 1,315               △ 1,315            －                 

２ 繰 越 金 1                   4,637               4,638               

３ 諸 収 入 1                   9                   10                  

11,186              3,331               14,517              

  歳      出

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

１
福 島 北
土 地 区 画 整 理 事 業 費

1,317               3,331               4,648               

２ 繰 出 金 －                 3,331               3,331               

11,186              3,331               14,517              

（単位  千円）

款 項

歳       入       合       計

（単位  千円）

款 項

歳       出       合       計



議案第　24　号

令和７年度福島市介護保険事業費特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ13,624千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ29,298,000千円とす

　る。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」

　による。

令和７年度福島市介護保険事業費特別会計補正予算（第３号）



第１表　歳入歳出予算補正

  歳      入

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

７ 繰 入 金 4,312,923           135                 4,313,058           

１ 一 般 会 計 繰 入 金 4,311,872           135                 4,312,007           

９ 諸 収 入 5,904               13,489              19,393              

３ 雑 入 4,976               13,489              18,465              

29,284,376          13,624              29,298,000          

（単位  千円）

款 項

歳       入       合       計



  歳      出

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

６ 諸 支 出 金 369,872             8,101               377,973             

１ 償還金及び還付加算金 274,383             6,139               280,522             

２ 繰 出 金 95,489              1,962               97,451              

７ 予 備 費 1,000               5,523               6,523               

１ 予 備 費 1,000               5,523               6,523               

29,284,376          13,624              29,298,000          

（単位  千円）

款 項

歳       出       合       計



議案第　25　号

令和７年度福島市後期高齢者医療事業費特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ174,556千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,682,188千円とす

　る。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」

　による。

令和７年度福島市後期高齢者医療事業費特別会計補正予算（第３号）



第１表　歳入歳出予算補正

  歳      入

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

１ 後期高齢者医療保険料 3,554,905           174,556             3,729,461           

１ 後期高齢者医療保険料 3,554,905           174,556             3,729,461           

4,507,632           174,556             4,682,188           

  歳      出

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

２
後 期 高 齢 者 医 療
広 域 連 合 納 付 金

4,365,804           174,556             4,540,360           

１
後 期 高 齢 者 医 療
広 域 連 合 納 付 金

4,365,804           174,556             4,540,360           

4,507,632           174,556             4,682,188           

（単位  千円）

款 項

歳       入       合       計

（単位  千円）

款 項

歳       出       合       計



議案第　26　号

令和７年度福島市工業団地整備事業費特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ166,334千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ944,259千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」

　による。

令和７年度福島市工業団地整備事業費特別会計補正予算（第１号）



第１表　歳入歳出予算補正

  歳      入

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

２ 繰 越 金 13,124              10,718              23,842              

１ 繰 越 金 13,124              10,718              23,842              

５ 財 産 収 入 －                 155,616             155,616             

１ 財 産 売 払 収 入 －                 155,616             155,616             

777,925             166,334             944,259             

  歳      出

補 正 前 の 予 算 額 補 正 予 算 額 計

２ 公 債 費 12,390              166,334             178,724             

１ 公 債 費 12,390              166,334             178,724             

777,925             166,334             944,259             

（単位  千円）

款 項

歳       入       合       計

（単位  千円）

款 項

歳       出       合       計


